
議案第５８号 

 

   狭山市建築基準法等関係事務手数料条例等の一部を改正する条例 

 （狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部改正） 

第１条 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１８年条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第２の３０の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同表 

３０の２の項中「第８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同表４１の３の

項中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同表４１の４の項

中「第８７条の３第６項」を「第８７条の３第７項」に改め、同表４７の項中「第

５項」を「第７項」に、「の認定の」を「又は長期優良住宅維持保全計画の認定 

の」に、「長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料」を「長期優良住宅建築等計

画等の認定申請手数料」に改め、同項第１号アに次のように加える。 

   （ウ）建築を伴わない場合 １３，０００円 

  別表第２の４７の項第１号イ（ア）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ２５，０００円 

  別表第２の４７の項第１号イ（イ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ４２，０００円 

  別表第２の４７の項第１号イ（ウ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ７８，０００円 

  別表第２の４７の項第１号イ（エ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 １１８，０００円 

  別表第２の４７の項第１号イ（オ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 １７３，０００円 

  別表第２の４７の項第１号イ（カ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ３００，０００円 

  別表第２の４７の項第１号イ（キ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ３８６，０００円 

  別表第２の４７の項第１号イ（ク）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ４５１，０００円 

  別表第２の４７の項第２号アに次のように加える。 

   （ウ）建築を伴わない場合 ８５，０００円 



  別表第２の４７の項第２号イ（ア）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 １９４，０００円 

  別表第２の４７の項第２号イ（イ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ３０６，０００円 

  別表第２の４７の項第２号イ（ウ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ５９９，０００円 

  別表第２の４７の項第２号イ（エ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 １，０６８，０００円 

  別表第２の４７の項第２号イ（オ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 １，８３２，０００円 

  別表第２の４７の項第２号イ（カ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ３，３８４，０００円 

  別表第２の４７の項第２号イ（キ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ４，８３２，０００円 

  別表第２の４７の項第２号イ（ク）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ５，９１９，０００円 

  別表第２の４９の項中「の変更の認定の」を「又は長期優良住宅維持保全計画の

変更の認定の」に、「長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請手数料」を「長期

優良住宅建築等計画等の変更の認定申請手数料」に改め、同項第１号アに次のよう

に加える。 

   （ウ）建築を伴わない場合 ６，５００円 

  別表第２の４９の項第１号イ（ア）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 １２，５００円 

  別表第２の４９の項第１号イ（イ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ２１，０００円 

  別表第２の４９の項第１号イ（ウ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ３９，０００円 

  別表第２の４９の項第１号イ（エ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ５９，０００円 

  別表第２の４９の項第１号イ（オ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ８６，５００円 

  別表第２の４９の項第１号イ（カ）に次のように加える。 



     ｃ 建築を伴わない場合 １５０，０００円 

  別表第２の４９の項第１号イ（キ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 １９３，０００円 

  別表第２の４９の項第１号イ（ク）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ２２５，５００円 

  別表第２の４９の項第２号アに次のように加える。 

   （ウ）建築を伴わない場合 ４２，５００円 

  別表第２の４９の項第２号イ（ア）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ９７，０００円 

  別表第２の４９の項第２号イ（イ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 １５３，０００円 

  別表第２の４９の項第２号イ（ウ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ２９９，５００円 

  別表第２の４９の項第２号イ（エ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ５３４，０００円 

  別表第２の４９の項第２号イ（オ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ９１６，０００円 

  別表第２の４９の項第２号イ（カ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 １，６９２，０００円 

  別表第２の４９の項第２号イ（キ）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ２，４１６，０００円 

  別表第２の４９の項第２号イ（ク）に次のように加える。 

     ｃ 建築を伴わない場合 ２，９５９，５００円 

 （狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例（令和３年条

例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中狭山市建築基準法等関係事務手数料条例別表第２の３０の項、３０の

２の項、４１の３の項及び４１の４の項の改正規定 公布の日 



（２）第２条の規定 令和５年２月２０日 

 

 

  令和４年９月１日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正により、長期優良住宅維持保全計

画の認定事務が追加されることに伴い、新たな手数料を定めるとともに、所要の改正

をしたいので、この案を提出するものである。 


